
 

（総   則） 

第１条 受託者（以下「乙」という。）は、別冊の仕様書及び図面に基づき頭書の履行期 

限までに頭書の委託業務（以下「業務」という。）を完了しなければならない。 

２  前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは､委託者（以下「甲」という。） 

 と乙が協議して定める。 

 （業務主任技術者） 

第２条  乙は、業務履行について、技術上の管理をつかさどる業務主任技術者を定め、 

 甲に通知するものとする。 

 （業務工程表） 

第３条  乙は、契約締結の際業務工程表を作成し､甲に提出してその承諾を受けなけれ 

 ばならない。 

 （権利業務の譲渡等） 

第４条  乙は、この契約によって生ずる権利又は業務を第三者に譲渡し、又は承継させ 

 てはならない。 

  ただし､書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。 

 （再委託の禁止） 

第５条  乙は、業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面に 

 よる甲の承諾を得たときは、この限りでない。 

 （業務内容の変更等） 

第６条  甲は、必要があるときは、業務の内容を変更し､又は業務を一時中止すること 

 ができるものとする｡この場合において、業務委託料又は履行期限を変更する必要が 

 あるときは､甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 

２  前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければな 

 らない。賠償額は甲乙協議して定める。 



 （履行期限の延長） 

第７条  乙は、その責に帰することができない事由により、履行期限までに業務を完了 

 することができないことが明らかになったときは､甲に対し遅滞なくその理由を附し 

 て履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定め 

 るものとする。 

 （損害のために必要を生じた経費の負担） 

第８条  業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために必 

 要が生じた経費は乙が負担するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰す 

 る事由による場合においては、この限りでない。 

 （検査及び引渡し） 

第９条  乙は、業務を完了したときは､遅滞なく甲に対して業務完了報告書を提出しな 

 ければならない。 

２ 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは､その日から１０日以内に給付の完了 

 の確認のため検査を行わなければならない。 

３  乙は、前項の検査の結果不合格となり､補正を命じられたときは､遅滞なく当該補 

正を行ない検査を受けなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。 

５ 乙は、検査の合格通知を受けたときは、遅滞なく当該給付に係る成果品を甲に引渡 

すものとする。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１０条 乙の責に帰する事由により、履行期限まで業務を完了することができない場合 

 において履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は延滞違約金を付し 

 て履行期限を延長することができる。 

 （委託料の支払） 

第１１条 乙は、第９条第２項及び第３項の規定による検査及び再検査の合格の通知を受 



 けたときは、甲の指示する手続に従って業務委託料の支払を請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求を受理したときは、その日から３０日以内に業務委託料を支払わな 

 ければならない。 

 （甲の解除権及び違約金） 

第１２条 甲は、乙が次の各号の１に該当するときは、契約を解除することができる。 

（１） 乙の責に帰すべき事由により期限内に業務を完了する見込がないと明らかに認め 

    られるとき。 

（２） 正当な理由なしに契約締結後１０日以内に業務着手しないとき。 

（３） 前各号のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することがで 

    きないと認められるとき。 

２  前項の規定により契約を解除したときは、乙の業務委託料の１０分の１を違約金とし 

 て、甲の指定する期限までに納付しなければならない。 

３  第１項の規定により契約を解除した場合において、甲は必要があるときは、既済部 

 分の引き渡しを乙に請求することができるものとする。この場合において、甲は、そ 

 の既済業務部分に対する業務委託料相当額を支払うものし、支払額は甲乙協議して 

 定めるものとする。 

第１３条 甲は、前条第１項に規定する場合のほか必要と認める場合には契約を解除する 

 ことができるものとする。 

２  前条第３項及び第４項（利子に関する部分を除く。）の規定は、前項の規定により 

 契約を解除した場合に準用する。 

 （秘密の保持等） 

第１４条 乙は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

２  乙は、成果品（設計業務等の履行課程において得られた記録等を含む。）を他人に 

閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでは 

ない。 



 （かし担保） 

第１５条 乙は、第９条第５項の引き渡しの日から起算して６月以内に発見された成果品の 

 かしを甲の指定する期限までに修補するものとする。 

２ 甲は、前項のかしの修補に代え、損害賠償を請求することができる。 

 （業務の調査等） 

第１６条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して業務の処理状況について調査し、又は 

 報告を求めることができる。 

第１７条  乙は、この契約の規定のほか、甲州市財務規則（平成１７年甲州市規則第４８号）及び 

甲州市建設工事執行規則（平成１７年甲州市規則第１０６号）の該当条項を承諾のうえ委託業務 

の施行にあたるものとする。 

 （契約外の事項） 

第１８条  この契約書に定めない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には必要 

に応じて甲乙協議してこれを定めるものとする。 

 


